
   博 物 館 に 相 当 す る 施 設 指 定 審 査 基 準  

 

１  目 的  

  こ の 基 準 は 、 博 物 館 法 施 行 規 則 （ 昭 和 30 年 文 部 省 令 第 24 号 ） 第

20 条 及 び 第 24 条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 教 育 委 員 会 が 博 物 館 に 相

当 す る 施 設 の 指 定 及 び 指 定 取 消 し の 審 査 を 行 う 際 に 必 要 な 基 準 を

定 め る 。  

 

２  資 料 に つ い て  

  博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を 達 成 す る た め に 必 要 な 資 料 を 整 備

し て い る こ と 。  

(1)  資 料 は 、 実 物 、 標 本 、 模 型 等 の 所 蔵 資 料 を 有 す る こ と を 原 則

と す る が 、 寄 託 資 料 で あ っ て も よ い こ と 。  

(2)  所 蔵 資 料 は 常 に 整 理 分 類 さ れ 保 管 さ れ て い る こ と 。   

 

３  職 員 に つ い て  

  学 芸 員 に 相 当 す る 職 員 が い る こ と 。 職 員 は 一 般 職 員 の ほ か 、 専

門 的 職 員 と し て 次 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 を 有 す る こ と 。  

 (1)  学 芸 員 有 資 格 者  

 (2)  学 芸 員 に 相 当 す る 者  

   学 芸 員 に 相 当 す る 職 員 は 少 な く と も 次 に よ る も の と す る 。  

ア  高 等 学 校 卒 の 職 員 は   10 年 以 上 の 経 験 を 有 す る 者  

イ  短 期 大 学 卒 の 職 員 は   ７ 年 以 上 の 経 験 を 有 す る 者   

ウ  大 学 卒 の 職 員 は     ５ 年 以 上 の 経 験 を 有 す る 者  

 

４  施 設 に つ い て  

  博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を 達 成 す る た め に 必 要 な 専 用 の 施 設

及 び 設 備 を 有 す る こ と 。  

(1)  総 合 博 物 館 、 歴 史 博 物 館 、 民 俗 博 物 館 、 考 古 博 物 館 、 美 術 博

物 館 、 科 学 博 物 館 に つ い て  

ア  建 物 は お お よ そ 132 ㎡ 以 上 の 延 面 積 を 有 す る こ と 。  

イ  陳 列 室 、 資 料 保 管 室 、 事 務 室 等 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

(2)  動 物 園 、 植 物 園 に つ い て  

ア  お お よ そ 1,320 ㎡ 以 上 の 土 地 が あ る こ と 。  

イ  動 物 収 容 施 設 、 植 栽 園 、 事 務 室 等 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

(3)  水 族 館 に つ い て  

ア  展 示 用 水 槽 が ４ 個 以 上 で か つ 水 槽 面 積 の 合 計 は 360 ㎡ 以 上

で あ る こ と 。  

イ  放 養 、 飼 養 池 、 事 務 室 等 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

 



５  事 業 に つ い て  

  博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を お お む ね 実 施 し て い る こ と 。  

(1)  展 示 は 常 設 展 は も と よ り 、 特 別 展 な ど も 行 な っ て い る こ と 。  

(2)  案 内 書 、 パ ン フ レ ッ ト 、 解 説 書 等 印 刷 物 を 定 期 的 に 刊 行 し て

い る こ と 。  

(3)  各 種 の 講 習 会 、 講 演 会 、 映 画 会 等 が 行 な わ れ て い る こ と 。  

(4)  資 料 に つ い て 調 査 研 究 活 動 が 行 な わ れ て い る こ と 。  

(5)  そ の 他 各 種 の 教 育 活 動 が 配 慮 さ れ て い る こ と 。  

 

６  運 営 に つ い て  

 (1)  館 園 の 設 置 規 程 、 利 用 規 則 、 職 員 組 織 規 程 等 館 園 の 運 営 に 必

要 な 諸 規 程 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

 (2)  開 館 日 数 が 年 間 を 通 じ 100 日 以 上 で あ る こ と 。  

 (3)  館 の 運 営 が 年 間 を 通 じ て 一 般 に 公 開 さ れ て い る こ と 。  

 (4)  年 間 利 用 者 は 、 当 該 地 域 の 人 だ け で な く 、 他 地 域 の 人 に も わ

た っ て い る こ と 。   

 

７  適 用 日  

こ の 基 準 は 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 


